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１【提出理由】

平成28年６月17日開催の当社第56回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

（１）当該株主総会が開催された年月日

平成28年６月17日

 

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金17円とするものであります。

 

第２号議案　定款一部変更の件

① 監査等委員会設置会社への移行に関する変更を行うものであります。

② 責任限定契約の締結可能範囲を拡大するための変更を行うものであります。

③ 剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とする変更を行うものであります。

④ 当社の事業領域の多様化に対応した事業目的とするための変更を行うものであります。

⑤ その他上記の各変更及び削除に伴う条数等の変更を行うものであります。

 

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、大迫正男、髙山善司、網田純也、柏木順、

大迫益男、清水辰彦、塩次喜代明の７名を選任するものであります。

 

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、稲葉和彦、辻孝浩、磯田直也の３名を選任するものであります。

 

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、塩次喜代明を選任するものであります。

 

第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額500百万円以内とするものでありま

す。

 

第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額200百万円以内とするものであります。

 

第８号議案　取締役に対する株式報酬制度の導入の件

 

（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議の結果

賛成比率 可否

第１号議案 308,651 334 0 96.5％ 可決

第２号議案 300,714 8,271 0 94.0％ 可決

第３号議案      

　大迫　正男 281,297 27,687 0 87.9％ 可決

　髙山　善司 282,374 26,610 0 88.2％ 可決

　網田　純也 305,550 3,435 0 95.5％ 可決

　柏木　順 305,574 3,411 0 95.5％ 可決

　大迫　益男 305,518 3,467 0 95.5％ 可決

　清水　辰彦 305,613 3,372 0 95.5％ 可決

　塩次　喜代明 306,083 2,902 0 95.7％ 可決
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決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議の結果

賛成比率 可否

第４号議案      

　稲葉　和彦 303,768 5,216 0 94.9％ 可決

　辻　　孝浩 273,792 35,193 0 85.6％ 可決

　磯田　直也 306,456 2,529 0 95.8％ 可決

第５号議案 308,539 446 0 96.4％ 可決

第６号議案 308,524 400 61 96.4％ 可決

第７号議案 308,525 399 61 96.4％ 可決

第８号議案 283,150 25,835 0 88.5％ 可決

（注）１　各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりであります。

第１号議案、第６号議案、第７号議案及び第８号議案は、出席した議決権を行使することができる株主

の議決権の過半数の賛成であります。

第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び

出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

第３号議案、第４号議案及び第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１

以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

２　当該株主総会において行使することができる議決権の総数は、365,905個であります。

３　賛成比率につきましては、当該株主総会前日までに行使された議決権の数及び当日出席株主の議決権の

数の合計を分母とし、当該株主総会前日までに行使された議決権の数及び当日出席の一部の株主から

各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の合計を分子として算定しております。

 

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

当該株主総会前日までに行使された議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた

議決権の数を集計することにより、各決議事項が可決されるための要件を満たしております。

なお、会社法に則って決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主うち、賛成、反対及び棄権の確認ができ

ていない一部の議決権の数につきましては、加算しておりません。

 

以　上
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